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三
―
設
計
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工
及
び
管
理

四
―
む
す
び

四
六
号
の
青
山
共
同
溝
で
あ
り
、
昭
和
三
十
九

年
東
京
都
が
施
工
し
た
も
の
を
四
十
年
五
月
に

建
設
省
が
引
継
い
だ
も
の
で
、
現
在
の
よ
う
な

直
轄
施
工
は
、
国
道
二
〇
号
の
三
宅
坂
共
同
溝

　
（
四
十
一
年
二
月
完
成
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

後
、
東
京
都
内
だ
け
で
あ
っ
た
共
同
溝
事
業

は
、
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
横
浜
市
内
の
直
轄

国
道
に
も
お
よ
び
、
現
在
で
は
、
首
都
圏
（
東

京
都
、
千
葉
県
、
横
浜
市
、
川
崎
市
）
、
中
部

圏
（
名
古
屋
市
）
、
近
畿
圏
（
大
阪
府
、
京
都

市
）
で
計
画
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
道
路
事
業
の

ぼ
か
ヽ
街
路
事
業
と
し
て
東
京
都
と
茨
城
県
の

筑
波
研
究
学
園
都
市
内
の
幹
線
道
路
に
お
い
て

実
施
さ
れ
て
い
る
。

②
－
横
浜
市
内
の
共
同
溝
整
備
現
況

　
建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
（
関
東
地
建
）
管

内
の
共
同
溝
の
本
体
完
成
延
長
は
、
昭
和
五
十

三
年
度
末
現
在
で
、
約
八
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
、
東
京
都
内
が
約

七
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
大
部
分
を
し
め
て
い
る

現
状
で
あ
る
。
横
浜
国
道
工
事
事
務
所
管
内
で
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斎
藤
　
勇

は
じ
め
に

　
道
路
は
本
来
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
公
共
空
間

と
し
て
多
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で

も
「
地
下
埋
設
占
用
物
件
」
で
あ
る
電
力
線
、

電
話
線
、
上
・
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
等
は
、
都

市
活
動
な
ら
び
に
都
市
生
活
に
直
結
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
設
置
な
ら
び
に
維
持
補
修

に
際
し
て
は
必
然
的
に
道
路
の
掘
り
返
し
を
伴

う
こ
と
と
な
り
、
道
路
交
通
を
阻
害
し
、
道
路

構
造
の
弱
体
化
を
招
く
だ
け
で
な
く
、
沿
道
住

民
に
大
変
迷
惑
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
。

　
共
同
溝
事
業
は
、
こ
う
し
た
路
面
の
掘
り
返

し
を
伴
う
占
用
を
規
制
す
る
た
め
、
各
種
の
公

益
施
設
を
効
率
的
か
つ
機
能
的
に
集
約
整
理
し

て
、
道
路
構
造
の
保
全
と
円
滑
な
交
通
の
確
保

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
昭
和
三
十
八
年
四
月

一
日
、
「
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
法
に
基
づ
き
実
施

さ
れ
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
法
の
中
で
共
同
溝
と
は
、
二
つ
以
上
の

公
益
事
業
者
の
公
益
物
件
を
収
容
す
る
た
め
道

路
管
理
者
が
道
路
の
地
下
に
設
け
る
施
設
で

あ
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
公
益
物

件
と
は
電
々
公
社
、
電
気
事
業
法
、
ガ
ス
事
業

法
、
水
道
法
、
工
業
用
水
道
事
業
法
及
び
下
水

道
法
に
よ
る
電
線
、
ガ
ス
管
、
水
道
ま
た
は
下

水
道
管
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
。
、
企

業
単
独
ま
た
は
共
同
で
行
う
洞
道
と
は
区
別
さ

れ
て
い
る
タ
以
下
、
横
浜
市
域
に
お
け
る
共
同

溝
を
中
心
に
、
整
備
状
況
、
設
計
、
施
工
及
び

管
理
等
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。

共
同
溝
の
整
備
状
況

①
―
共
同
溝
の
歴
史

　
一
八
六
一
年
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
市
ガ
リ

ッ
ク
街
の
街
路
新
設
時
に
設
置
さ
れ
た
の
が
共

同
溝
め
最
初
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
各
国

に
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
に
お
い

て
は
、
関
東
大
震
災
後
の
帝
都
復
興
事
業
で
、

東
京
九
段
坂
共
同
管
道
（
他
三
ヵ
所
）
の
名
の
も

と
に
設
置
さ
れ
た
の
が
初
め
て
で
あ
る
。
そ
の

後
は
、
昭
和
三
十
五
年
に
至
り
、
東
京
都
が
淀

橋
を
は
じ
め
新
宿
角
筈
、
人
形
町
に
、
ま
た
関

西
で
第
二
阪
神
国
道
尼
崎
に
設
置
さ
れ
た
が
、

い
づ
れ
も
法
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
事
業
は

円
滑
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
格
化
し
た

の
は
、
法
制
定
後
で
あ
る
。
第
一
号
は
国
道
二

地
下
埋
設
物
の
施
工
と
管
理
そ
の
７

一

完成した横浜駅前共同溝の内部

二



図一１　横浜市域の共同溝整備状況

表－１　横浜市域の共同溝整備計画（昭和54年３月末現在）

は
、
横
浜
市
と
川
崎
市
内
の
国
道
一
号
、
一
五

号
、
一
六
号
及
び
三
五
七
号
で
共
同
溝
の
整
備

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
本
体
の
完
成
延
長
は
、

昭
和
五
十
四
年
三
月
末
現
在
で
、
約
五
・
六
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
横
浜
市
分
が
、
約
三
・
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
着
手
の
四
十
六
年
度
か
ら
五

十
三
年
度
ま
で
の
事
業
費
は
約
六
八
億
円
）
、

当
事
務
所
の
整
備
計
画
延
長
五
五
・
六
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
（
う
ち
横
浜
市
分
五
一
・
ニ
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
総
事
業
費
約
三
五
〇
億
円
）
か
ら
み
て

約
一
〇
八
Ｉ
セ
ソ
ト
で
あ
り
、
共
同
溝
整
備
事

業
は
こ
れ
か
ら
本
格
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ

①
―
法
の
手
続

　
共
同
溝
の
事
業
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
設

計
．
施
工
に
先
だ
づ
て
、
ま
ず
、
交
通
混
雑
の

著
し
い
と
こ
ろ
で
、
か
つ
路
面
の
掘
さ
く
を
伴

う
占
用
工
事
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
わ
れ
る
と
予
想

さ
れ
る
道
路
を
．
整
備
指
定
道
路
と
し
て
指
定

設
計
施
行
及
び
管
理

す
る
。
指
定
道
路
と
な
る
と
、
当
該
道
路
の
車

道
部
分
の
地
下
の
占
用
は
原
則
と
し
て
許
可
で

き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
で
道
路
管
理
者

は
、
企
業
の
建
設
希
望
の
有
無
等
を
確
認
し
、

建
設
の
妥
当
性
を
判
断
し
た
う
え
で
建
設
告
示

を
す
る
。
次
に
占
用
予
定
者
の
意
見
を
聞
き
、

共
同
溝
の
位
置
及
び
名
称
、
構
造
、
占
用
予
定

者
、
布
設
計
画
、
建
設
に
要
す
る
費
用
及
び
そ

の
負
担
、
工
事
の
着
手
完
成
時
期
を
内
容
と
す

る
共
同
溝
整
備
計
画
を
作
成
し
、
確
定
が
な
さ

表－２　共同溝の設計指針
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れ
る
。

三



れ
て
は
じ
め
て
工
事
着
手
と
な
る
も
の
で
あ

る
。

②
―
共
同
溝
の
設
計

　
共
同
溝
設
計
の
基
本
計
画
と
本
体
構
造
設
計

の
指
針
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
―

２
）
。

③
―
共
同
溝
の
施
工

定
の
金
港
橋
下
越
し
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
一

般
的
な
開
削
工
法
に
つ
い
て
次
に
示
す
（
表
－

３
）
。

④
―
共
同
溝
の
管
理

　
道
路
管
理
者
は
、
共
同
溝
法
に
基
づ
き
、
管

理
規
程
を
定
め
、
各
企
業
は
建
設
に
負
担
し
た

金
額
の
割
合
に
よ
り
管
理
に
要
す
る
費
用
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
る
。
道
路
管
理
者
が
管
理
す

る
部
分
は
、
共
同
溝
本
体
及
び
照
明
設
備
換
気

　
横
浜
市
内
の
共
同
溝
工
事
の
大
部
分
は
、
路

面
を
開
削
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
河
川
の
下

越
し
、
幅
員
の
狭
小
な
道
路
で
は
シ
ー
ル
ド
工

法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
国
道
一
号
の
横
浜
駅

前
共
同
溝
に
お
い
て
、
築
地
橋
の
下
越
し
（
昭

和
五
十
三
年
度
完
成
）
、
五
十
四
年
度
着
手
予

図一２　鶴見共同溝断面

表－3　施工概要（こ般的な路面開削工法め場合）

建
設
年
時
等
記
入
し
た
も
の
）
を
基
に
管
理
し

て
い
る
。

む
す
び

設
備
、
排
水
設
備
そ
の
他
の
付
帯
設
備
で
あ

力
、
共
同
溝
に
布
設
さ
れ
た
公
益
物
件
及
び
公

益
物
件
の
支
持
物
、
保
安
施
設
等
の
付
属
施
設

は
各
企
業
者
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
入
溝
に
あ
た
っ
て
は
、
管
理
規
程

に
基
づ
く
保
安
細
則
で
危
険
防
止
に
対
し
特
に

き
び
し
い
定
め
が
あ
る
。

　
当
事
務
所
管
内
の
共
同
溝
は
、
未
だ
本
格
的

な
管
理
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

「
共
同
溝
整
備
状
況
調
書
」
　
（
断
面
、
延
長
、

　
共
同
溝
事
業
も
法
の
制
定
か
ら
十
数
年
が
経

過
し
て
、
い
く
っ
か
の
問
題
点
が
で
て
き
て
い

る
。
河
川
、
高
架
部
で
不
連
続
ど
な
る
こ
と
、

供
給
管
共
同
溝
ま
で
発
展
し
に
く
い
こ
と
、
関

連
事
業
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
参
加
企
業
の
　

先
行
投
資
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
事
項

が
、
今
後
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
現
場
で
は
、
工
事
に
よ
る
沿
道
家

屋
の
損
傷
等
に
対
す
る
補
償
問
題
の
調
整
に
苦

労
が
多
い
こ
と
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。

　
一
方
、
道
路
の
機
能
維
持
か
ら
生
れ
た
共
同

溝
で
あ
る
が
、
今
で
は
都
市
問
題
の
解
決
に
は

不
可
欠
の
施
設
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
下
空

間
の
有
効
利
用
の
点
か
ら
も
共
同
溝
事
業
は
一

層
促
進
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
参
加
企

業
を
は
じ
め
、
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
を
強

く
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
〈
建
設
省
関
東
地
方
建
設
局

　
　
横
浜
国
道
工
事
事
務
所
副
所
長
〉

調査季報63-―79.=967

四


	page1
	page2
	page3

